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◯名称：一般財団法人 建設業振興基金 ◯所在地：東京都港区虎ノ門４－２－１２虎ノ門４丁目ＭＴビル２号館
◯設立：昭和５０年７月１６日 ◯代表者：理事長 谷脇 暁

2025年7月、（一財）建設業振興基金は創立50周年を迎えます。これまでの半世紀、私たちは債務保証を
はじめ、建設企業の経営力強化、施工技術の向上、担い手確保・育成の取組への支援、建設キャリアアッ
プシステム（CCUS）の運営管理・推進など、業界の発展に繋がる様々な事業を展開してまいりました。
2025年度は、50年の歩みを礎とし、次の時代に向けた新たな挑戦を進めてまいります。持続可能な建設業
の未来を築くため、本財団として果たすべき役割を再認識し、さらなる支援の充実を図っていく所存です。
建設業は、人々の暮らしや社会の基盤を支える重要な産業です。50周年を迎える今、本財団は「産業と行
政をつなぐ架け橋」としての使命を改めて胸に刻み、これからの時代にふさわしい支援と施策を展開して
まいります。関係の皆様とともに、新たな50年に向けた一歩を踏み出し、持続可能な建設業の未来を築い
ていきたいと考えています。

情報化推進事業(ＣＩ-ＮＥＴ)

建設キャリアアップシステム

監理技術者講習

技術検定

建設労働者育成支援事業

金融支援事業

経営改善支援事業

経理検定

建設産業人材確保・育成推進協議会

登録基幹技能者制度推進協議会

電子商取引を行うため企業間標準ルールを策定しています。

技能者一人ひとりの就業履歴や資格等の情報をデータ
ベースに登録し、技能の公正な評価に基づく処遇改善、
現場管理の効率化等を図る業界横断のシステムです。

建設業法に基づく監理技術者講習を開催しています。
（全国約250会場で年間約1,500回開催）

建設業法に基づく国家資格（施工管理技士・技士補）
試験を国土交通大臣の指定試験機関として実施してい
ます。
１級・２級（建築・電気工事）施工管理技術検定

建設技能労働者の確保・育成対策の一つとして、離職者、
新卒者、未就職卒業者等を対象に、建設業での就業を希
望している方を全国で募集し、必要な職業訓練(座学
・実技講習＋資格取得)を無償で実施した上で、就職支援
(無料職業紹介)までをパッケージで実施しています。

国土交通省の施策として中小建設業の資金需要を債務
保証等によりバックアップしています。

建設産業の振興を図るため、建設産業団体が会員企業の
経営基盤強化等のために実施する調査研究及び研修、災
害備蓄品の購入等に対する助成金交付事業です。

建設業経理士検定試験（1級. 2級）と建設業経理事務士
試験・特別研修（3級.4級）、建設業経理士ＣＰＤ講習
（１級.２級）を実施しています。

建設産業人材確保・育成推進協議会（平成５年８月設置、
約１５０機関が参画）の事務局として建設産業界の担い
手確保・育成に向けた活動を展開しています。

技能者資格の最高峰として国土交通大臣が認定する登録
基幹技能者は３９職種が創設され、本財団は、各職種団
体からなる協議会の事務局として同制度の普及促進、共
通テキストの作成を行っています。

Ⅲ. 建設産業における金融の円滑化

Ⅰ. 建設産業の振興支援 Ⅱ. 施工技術等の向上

Ⅳ. 建設産業政策への協力

受託事業

国土交通省等からの受託事業を実施する事を通じて建設
産業の振興を図っています。

（一財）建設業振興基金

建築・設備施工管理ＣＰＤ制度

建築・設備関係技術者の継続教育の支援のため、自己
研鑽した時間を単位として「見える化」するCPD制度
の運営を行っています。
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【経営改善支援・人材育成支援担当】
TEL:03-5473-4572

【建設労働者育成支援担当】
TEL:03-5473-4589

上記2部署FAX:03-5473-4594

経営基盤整備支援センター

【運営管理部／普及促進部／企画調整部】
TEL:03-5473-4586
FAX:03-5473-4587

建設キャリアアップシステム事業本部

【試験管理・講習部／建築試験部／電気試験部】
施工管理技術検定試験
TEL:03-5473-1581
FAX:03-5473-1592

監理技術者講習、建築・設備施工管理CPD
TEL:03-5473-1585
FAX:03-5473-1589

試験研修本部

経営管理、組織、職員人事、給与、表
彰、労務・福利厚生、庶務、秘書業務、
リスクマネジメント等に関する業務

経営企画、事業計画・予算の策定方針
に関する業務、事業評価、広報、情報
システムの総合的な運営管理に関する
業務

経理、財務、予算策定及び執行・管理、
税務、監査に関する業務

債務保証事業の運営管理その他の金融支援
に関する業務
建設産業の金融支援等に係る調査、研究
建設業経理士検定試験に関する業務
建設業経理事務士検定試験・特別研修に関
する業務
建設業経理士ＣＰＤ講習に関する業務
登録建設業経理士に関する業務
建設業会計等に係る調査、研究、普及、指
導等
建設産業の電子商取引等（CI-NET）の標準
化及び推進、企業識別コード・電子証明書
の発行に関する業務

建設産業の振興に資する支援策の企画
建設産業の経営改善に関する業務
建設産業の担い手の確保・育成に関する業務
建設産業団体等への助成に関する業務
無料職業紹介に関する業務
所掌業務に係る調査、研究

建設キャリアアップシステム事業の運営管
理、企画及び調整に関する業務
建設キャリアアップシステムの普及及び利
用促進・支援に関する業務
建設キャリアアップシステムの開発及び運
用保守に関する業務
所掌業務に係る調査、研究

建設技術者の確保育成のための企画
技術検定試験の実施管理に関する業務
監理技術者講習及び建築・設備施工管理技
術者の継続教育に関する業務
建築施工管理技術検定試験の企画、運営に
関する業務
建築施工管理技術に係る調査、研究
電気工事施工管理技術検定試験の企画、運
営に関する業務
電気工事施工管理技術に係る調査、研究
所掌業務に係る調査、研究

理

事

専
務
理
事

【金融支援担当】
TEL:03-5473-4575
【経理研究・試験担当】
TEL:03-5473-4581

上記2部署FAX:03-5473-1593
【情報化推進支援担当】
TEL:03-5473-4573
FAX:03-5473-4580

金融・経理・契約支援センター
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総務企画本部

（一財）建設業振興基金
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【総務部】
TEL:03-5473-4570
【企画広報部】

TEL:03-5473-4584

上記2部署FAX:03-5473-1594
【経理部】

TEL:03-5473-4574
FAX:03-5473-4625



金融支援事業

金融・経理・契約支援センター

金融支援課
TEL：03-5473-4575
FAX：03-5473-1593

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/management/finance/index.html

中小・中堅建設業の資金需要を債務保証等によりバックアップしています

■出来高融資制度 （下請セーフティネット債務保証／地域建設業経営強化融資制度）

元請建設企業の資金繰りを工事の進捗状況等により、きめ細かく支援

元請建設企業向け

国や地方公共団体等が発注する公共工事や公共性の
高い民間工事を受注した中小・中堅建設企業が、
事業協同組合等に工事請負代金債権を債権譲渡する
ことで、その工事の出来高に応じて、工期中に
資金化することができます。
（特徴とメリット）
・工事の出来高に応じて融資が受けられます
・簡易・迅速に融資が受けられます
・経審Ｙ評点の改善を図ることができます

発注者
(公共発注者等)

発注者
(公共発注者等)

元請
建設企業

元請
建設企業

②債権譲渡の承認

①債権譲渡の申請

建設業振興基金
（建設業安定化基金）

建設業振興基金
（建設業安定化基金）

⑤
転
貸
融
資

③
工
事
請
負
代
金

債
権
の
譲
渡

事業協同
組合等

事業協同
組合等

金融機関金融機関
④借入れ

④債務保証

⑥工事代金
の支払い

■下請債権保全支援事業

下請建設企業や資材販売企業等が保有する工事請負代
金等の債権を、本事業取扱ファクタリング会社が保証
します。本財団は、下請建設企業等が負担する保証料
を助成するとともに、元請建設企業等の倒産により
ファクタリング会社が保証履行した場合に損失補償す
ることで、低廉な保証料で安定的に保証提供されるよ
う制度を運営しています。

下請建設企業や資材販売企業が保有する工事請負代金等の債権を保証

（特徴とメリット）
・国（国土交通省）の制度なので安心です
・保証料助成が受けられます
・手形・請求書1枚から、掛けたいものだけ支払保証
・支払額が確定した債権の買取も行っています
・取引先に知られることはありません

建設業振興基金
（建設業債権保全基金）

建設業振興基金
（建設業債権保全基金）

下請建設企業等
（受注者）

下請建設企業等
（受注者）

ファクタリング
会社

ファクタリング
会社

元請建設企業等
（発注者）

元請建設企業等
（発注者）

④保証（元請企業等に対して保有する債権について保証）

③申込み・保証料支払い（元請企業等に対して保有する
債権の保全）

※保証を掛けていることは元請企業等には通知されません

①工事発注 ②工事受注
施工・納入

⑤保証料率の33％
を助成

（年率1.5％上限）

損失補償運営費の支払（年率1％）
ただし、保証額が1億2,000万円を
超える部分は、年率１.３％

損失発生時に補填
（保証履行額の75％）

■共同事業等の債務保証

建設業団体及び事業協同組合等の共同施設設置や共同事業を支援
建設業団体及び事業協同組合等が、共同施設等の設置、共同購買等の共同事業や組合員等に対する転貸融資

を行うための資金を金融機関から借入れする際に、本財団が債務保証を行います。

建設業団体向け

下請建設企業等向け
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経営改善支援事業

TEL:03-5473-4572
FAX:03-5473-4594

経営基盤整備支援センター
経営改善支援課

建設産業の振興を図るため、建設産業団体が会員企業の経営基盤強化、担い手確保・育成等のために実施する
調査研究及び研修、災害対応備蓄品等の購入に対して、助成金を交付する事業です。

＜対象となる事業＞
経営基盤の強化、企業間連携等の推進、
元請･下請関係の適正化、担い手確保・育成、
雇用・労働環境の改善 等に資する事業

＜助成額＞
・助成率：助成対象経費の４／５
・1団体あたり上限２００万円

※「特別枠」に該当する事業を実施する場合には上限は３００万円
（特別枠・・・女性活躍推進、技能者の能力評価基準策定など本財団が特に重点をおく事業）

建設産業活性化助成事業（建設産業団体支援）

中小建設企業の経営者・経営後継者・経営幹部を対象として、
経営管理能力の向上と経営改善努力の醸成を図ると共に、研修
参加者の情報交換、意見交換による交流・啓発を目的として、
経営改善や人材の確保育成などをテーマに研修を開催しています。

＜令和６年度 ２回開催＞
日時 ：令和６年６月１３日 １３：３０～
テーマ：どうしてる建設業！？～優良企業の成功事例から学ぶ残業規制と

働き方改革、人材確保に向けて～
日時 ：令和６年９月２６日 １３：３０～
テーマ：どうなる建設業！？～深刻化する人手不足と二極化する建設業経営～

時間外上限規制への対応 （建設業における働き方改革） 及び
建設業における担い手確保に関する現状と取組について理解を深めて
いただくことを目的として、経営者・幹部等企業の管理者を対象に、
「建設業経営者等のための基礎講座」を下記のとおり会場又はオンラ
イン（Zoomライブ配信）にて開催をしています。
＜令和６年度＞
６月２１日（金）会場・オンライン併用 １２月４日（水）オンライン
８月２１日（水）オンライン ２月１２日（水）オンライン
1０月１６日（水）オンライン

中小企業等経営強化法に基づく事業分野別経営力向上の推進

当財団は国土交通省より、事業分野別経営力向上推進機関に認定されています。
同法をHPにて紹介をしているほか、研修の実施等、同法の推進を目的に活動をしてまいります。

建設業経営者研修

＜助成対象団体＞
本財団への出えん団体 等

建設業経営者のための基礎講座

調査研究事業

・地域建設産業の生産性向上についての調査研究
・建設産業の複数専門工事職種合同で実施する体験フェアにかかる有効性調査
・２拠点教育実施による建設業の魅力を体験・経験で深化することによる入職促進・人材確保のための有効性調査

等
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情報化推進事業（CI-NET)

2025.4

金融・経理・契約支援センター

情報化推進室 CI-NET担当

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ci-net/

TEL:03-5473-4573
FAX:03-5473-4580

■CI-NET（シーアイネット）のルールの策定と普及推進活動

建設工事の注文書や請求書等の取り交わしを「紙媒体」ではなく「インターネット」を利用して

電子的にデータ交換を行う（電子商取引）場合のルールを「CI- NET LiteS 実装規約」として

策定し、その普及活動を行っています。

■CI-NETの利用状況

2025年2月末現在、CI-NETの利用企業数は 20,035社 となっています。

元請企業とその取引先の間で、見積業務から契約業務（注文・注文請け）、出来高・請求業務等で

利用されています。

【出来高請求業務】
・請求・請求確認

【購買見積業務】
・見積依頼・回答

【契約業務】
・確定注文・注文請け

【資機材等取引業務】
・資機材等取引・確認

■主な対象業務

・紙作業を電子作業に変え、郵送からオンラインへ転換し
印紙代、印刷代、郵送代等の費用を削減します。転記ミス
返却、到着確認作業を減らし、業務の効率化を図ります。

・取引進捗をリアルタイムで把握し、履歴の見える化、工程
遅延のフォロができます。見積、注文、出来高、請求まで
一連の業務の電子データを活用できます。

・着工前契約の促進、繁忙期への対応、書類紛失、業務の
属人化を防止します。CI- NETサービスは電子帳簿保存法
建設業法の両方に対応しています。

コスト削減コスト削減

業務改革業務改革

コンプライアンスコンプライアンス

CI-NET（Construction Industry NETwork）とは

建設業界で電子商取引を行うために必要な標準的なルールです

鉄筋業者

塗装業者 ゼネコンB社

ゼネコンA社

CI-NET
交換ファイル
CI-NET

交換ファイル

Internet
注文書
データ

電子署名

CI-NET
Service
CI-NET
Service

CI-NET
Service
CI-NET
Service

CI-NET
Service
CI-NET
Service

注文請書
データ

電子署名

見積依頼
データ

電子署名

見積回答
データ

電子署名

CI-NET
Service
CI-NET
Service

CI-NET
Service
CI-NET
Service

CI-NETサービス（ベンダー4社が提供）を利用すれば
CI-NET交換ファイル を使い、どの事業者間でも電子商取引が行えます

暗号化

電子署名

単純な PDFの交換 ではなく、電子署名 付きの暗号化された
データで 受け渡しを行います

CI-NET利用イメージ

CI-NET利用企業数



経理検定事業

金融・経理・契約支援センター

経理研究・試験担当

TEL:03-5473-4581
FAX:03-5473-1593

https://www.keiri-kentei.jp/

◇ <登録経理試験>

・建設業経理士検定試験 (１級・２級)

・建設業経理事務士検定試験 (３級・４級)

◇ (３級・４級)

◇ <登録経理講習>

建設業経理検定試験事業

建設業経理事務士特別研修事業

経理検定事業

建設業経理事務士特別研修事業

建設業経理士ＣＰＤ講習事業

建設企業を経営面から支援
 建設業の経営の合理化
 経営を担う人材の育成
 中小建設業の経営の安定化

建設業経理検定試験事業

◇ 検 定 試 験 ◇ ・全国47都道府県主要都市で年2回（9月（1・2級）・3月（1級～4級））実施
（どなたでも希望の級から受験できます。）

4級 3級

○建設業経理の基礎

○仕訳の理解

○経理の全体的な流れを理解

○実務で使用する勘定科目の理解

○決算業務の基礎を習得

○会計ソフトの入力ができる

○工事台帳・原価計算表の理解

○実務で発生の仕訳を理解

資格取得の勉強をすることで簿記の基礎と
企業経営の基本、建設企業の仕事の流れを
理解できます。

建設業経理事務士 建設業経理士

○管理職(経理責任者)に必要なマネジメント能力が高まる
○金融機関に対する交渉・説明ができる

○適正な工事予算管理ができる（工事間接費等）

○自主監査ができる(1級)

１級２級

｢1級及び2級建設業経理士｣の所属企業は、公
共工事を受注しようとする場合に必要な経営事
項審査において加点されます。
（試験合格日から５年後の年度末迄加点）

建設業経理事務士特別研修事業

建設業経理事務士

4級
3級

（４級取得者）

・講習 ４級（２日）
３級（３日）

＋ 試験（講習最終日)

＜開催方式・状況＞
◎ 一般向け ：全国各地で実施
◎ 高校生向け：夏季休暇等に学校単位で実施
◎ その他：企業や建設産業団体の単位で実施

講習により簿記の基礎から学べて、試験も
併せて実施しますので資格も取得できます。

１級

２級

建設業経理士

C P D 講 習
（講義＋試験）

形態：会場・Web

継続
学習

最新の会計情報等に関する知識を習得する講習で
す。経営事項審査の加点措置にも対応しています。

・１級及び２級の建設業経理士試験合格者が継続
学習を目的として受講する講習です。

◇ C P D 講 習 ◇

・受講者の所属建設企業が経営事項審査の加点措
置を受けることができます。
（受講日から５年後の年度末迄有効）

建設業経理士ＣＰＤ講習事業

◇ 特 別 研 修 ◇

2025.4



2025.4

建設キャリアアップシステム事業本部

https://www.ccus.jp/ TEL:03-5473-4586
FAX:03-5473-4587

建設産業界全体の共通インフラとなる建設キャリアアップを運営しています

建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）は、技能者ひとり一人の保有資格や就労実績を業界横断的
に登録・蓄積するデータベースです。システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けら
れる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手を確保を図っていきます。

ＣＣＵＳの普及状況

システムを活用した技能者の能力評価

カードタッチで技能者一人ひとりの日々の就業履歴がシ
ステムに登録されます。（下記写真は設置例）

現場での就業履歴登録

技能者の能力評価制度が運用開始(2020.4～)
現在、42分野で能力評価基準が策定済み

スマホアプリ『建キャリ』登場！

「建キャリ」は、CCUSに登録している基本
情報や就業履歴などをいつでも閲覧可能。
また、CCUS応援団の各種特典も確認可能！

◎ダウンロードはこちらから

○ 技能者は約161万人が登録済
（技能者の2人に１人超が利用する水準に。）

○ 事業者（一人親方除く）は約18.9万社が登録済
（工事実績のある許可事業者の半数相当に。）

○ 一人親方は約9.9万者が登録済
（一人親方は、技能者の登録数に含まれる。）

2025年2月末実績

都道府県発注工事での
ＣＣＵＳモデル工事等の実施状況（右図）

■評価実施

■今後検討

国の直轄モデル工事のほか、都道府県や
独法・特殊会社でモデル工事等の導入が
広がっています。

・４６都道府県が導入

・２０ある全ての指定都市で導入
・６０以上の市区町村で導入

・UR都市機構、NEXCO、首都高速、
水資源機構等でもモデル工事等を
導入



建設労働者育成支援事業

経営基盤整備支援センター
建設労働者育成支援室

https://kensetsu-welcome.mhlw.go.jp

TEL:03-5473-4589
FAX:03-5473-4594
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建設産業人材確保・育成推進協議会

経営基盤整備支援センター
人材育成支援課

https://genba-go.jp/

TEL:03-5473-4572
FAX:03-5473-4594

○建設産業の仕事を紹介するパンフレットの発行
｢建設産業ガイドブック｣
｢ニッポンをつくる人たちまもる人たち」

将来の建設産業を担う若者の入職促進と育成・定着を目的に活動している「建設産業人材
確保・育成推進協議会」（平成５年８月設置、約１５０機関が参画）の事務局として、
様々な取組みを展開しています

主な取り組み

○作文コンクールの実施
建設産業で働く方と将来建設業に入職しようとする高校
生による作文コンクールを実施しています。

運営委員会

企画・広報分
科会

タスクフォー
ス

各都道府県の
協議会等

・事務局を建設業振興基金に設置
・運営は国土交通省と共同で行っている
・建設産業団体、関連団体、各都道府県の

協議会等により構成

運営
体制

○「こども霞が関見学デー」への参加
親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会
を知る体験活動の機会を提供する取組として、国土交通
省を含む省庁等が連携して毎年実施しているイベントに
建設産業に関するブースを出展しています。

○戦略的広報活動
・「建設現場へＧＯ！」

－見る、知る、働く－、建設産業のさまざまな情報を
お届けするＪｏｂポータルサイトです。

・「人材協 X 」やYouTube「人材協チャンネル」
担い手確保・育成に関する有用な情報をSNSでご提供
しています。

・「建設現場へGO!」

・「人材協 X」

・YouTube「人材協チャンネル」

・「こども霞が関見学デー」の様子

○建設人材育成優良企業表彰
建設産業の担い手の確保及び育成に向けた取組みの推進を図るべく、建設キャリアアップシステム
（以下「CCUS」）をはじめとして、人材育成等に取組み、「建設産業の担い手の確保・育成」に
向けて、顕著な功績を挙げている企業等を表彰する制度を実施しています。

・広報物
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登録基幹技能者制度推進協議会

経営基盤整備支援センター
人材育成支援課

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/humanresources/technician/

TEL:03-5473-4572
FAX:03-5473-4594

登録基幹技能者制度推進協議会（平成18年7月設置、61団体が参画）の事務局として、制度
の周知・広報活動や登録基幹技能者講習の共通テキストの作成などを行っています

登録基幹技能者とは、熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的にまとめるマネジメント能力を備
えた技能者が、法令に定める一定の試験に合格することにより与えられる資格です。

工事の品質・コスト・安全等への貢献とともに、技能労働者の目標像として、登録基幹技能者の活躍が
期待されています。

登録基幹技能者の業務は概ね次のとおりであり、建設現場における直接の生産活動において中核的な役
割を担っています。

① 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調達等
② 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、作業方法、作業手順等の構成
③ 生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導
④ 前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡、調整

登録基幹技能者とは

建設工事では様々な職種が存在するため、登録基幹技能者も４7職種において資格が創設され、各職種を
所管する団体によって運営されています。建設業振興基金は、登録基幹技能者の資格を運営する団体が共
同して行う活動を支援しています。

登録基幹技能者制度の運営について

建設キャリアアップシステム（CCUS）の関係

平成３１年４月から運用を開始したCCUSでは、CCUSに登録された技能者の経験や能力を評価する能力
評価基準（レベル１～４）の最高位であるレベル４として登録基幹技能者が位置づけられており、登録基幹
技能者制度推進協議会としても有資格者へCCUSの登録及びレベル４の取得を促進しています。
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試験研修本部
試験管理・講習部 管理課

TEL:03-5473-1581
FAX:03-5473-1592

技術検定制度は、建設工事に従事する者の施工技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条
（技術検定）の規定に基づいて実施される国家資格（施工管理技士）制度です。

本財団は建設業法第27条の2の規定による国土交通大臣の指定試験機関として、昭和58年度から建築施
工管理技術検定試験を、昭和63年度から電気工事施工管理技術検定試験をそれぞれ実施しています。

施工管理技士は、建設業法に定められた営業所ごとに置く専任の技術者及び工事現場に置く主任技術者や
監理技術者として認められるとともに、経営事項審査の技術力の評価において評点にカウントされます（1
級5点、2級2点）。

技術検定は、1級と2級に区分されて、それぞれ一次検定と二次検定に分かれています。なお、 2級建築
施工管理は、建築、躯体、仕上げの3種別があります。

試験は全国主要都市において一斉に実施しています。令和3年度から第一次検定合格者は｢施工管理技士
補｣の称号が付与されるようになりました。

建設業法に基づく国家資格（施工管理技士）試験を
国土交通大臣の指定試験機関として実施しています

令和7年度の実施日程等

○1級建築･電気工事施工管理技術検定
① 試験日 一次検定 建 築：令和7年７月２０日（日）

電気工事：令和7年７月１３日（日）
二次検定 令和7年１０月１９日（日）

② 試験地 10地区 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、
広島、高松、福岡、沖縄

○2級建築･電気工事施工管理技術検定（一次検定のみ）
① 試験日 令和7年6月8日（日）

② 試験地 10地区 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、
広島、高松、福岡、沖縄

○2級建築･電気工事施工管理技術検定（一次・二次検定）
① 試験日 令和７年11月９日（日）
② 試験地 13地区 札幌、青森、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、

大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、沖縄

8地区※ 帯広、盛岡、秋田、長野、出雲、倉敷、高知、長崎
※一次検定のみの試験地

近年の動き

優秀な若手技術者を確保するため、受検資格の緩和や受検機会の拡大等が行われています。

２級学科試験(現一次検定）の年２回化（建築：平成29年度～、電気工事：平成30年度～）

受検資格の見直し
令和６年度以降の受検資格を以下のとおり。

・１級の第１次検定は、１９歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能
・２級の第１次検定は、１７歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能（変更なし）
・１級及び２級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能

（なお、令和１０年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能）

http://www.fcip-shiken.jp/R4.4

建築及び電気工事施工管理技術検定

試験研修本部
試験管理・講習部 管理課

http://www.fcip-shiken.jp/

TEL:03-5473-1581
FAX:03-5473-1592
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監理技術者講習

2025.4

試験研修本部
試験管理・講習部 企画課

https://www.fcip-ko.jp/

TEL:03-5473-1585
FAX:03-5473-1589

建設業法に基づく監理技術者講習を全国約250会場とオンラインで実施しています

令和7年度の講習実施予定

• 発注者から直接工事を請負う元請けの建設業者が合計4,500万円（建築一式工事の場合は
９,000万円）以上の下請契約を締結して工事を施工する場合、現場に監理技術者を配置しなけ
ればなりません（建設業法第26条）。

• 専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登
録を受けた講習（「監理技術者講習」）を法令に定められた期間内に受講したもののうちから、
これを選任しなければなりません（建設業法第26条）。

• 本財団は、平成１６年６月、国土交通大臣の登録（登録番号２）を受け、同年９月から登録講
習機関として監理技術者講習を実施しています。

【講習実施地】４７都道府県 県庁所在地 及び地方都市
【講習会場】 建設業協会（本部・支部・地区協会）

その他建設業団体、公共施設・貸会議室等

２５０会場実施予定会場

１,４５０回実施予定回数

４５,５００名受講予定者数

講習内容時間

講習についての注意事項１０分８:５０～ ９:００

第Ⅰ編 建設工事に関する法律・制度等
（第１章）建設産業を取り巻く社会、経済情勢と課題
（第２章）建設工事に関わる法律・制度の動き

７５分９:００～１０:１５

休憩１０分（１０:１５～１０:２５）

第Ⅱ編 建設工事の技術上の管理
（第３章）施工計画、施工管理等
（第４章）品質管理
（第５章）安全管理

９０分１０:２５～１１:５５

昼休み５０分（１１:５５～１２:４５）

（第６章）環境管理６５分１２:４５～１３:５０

休憩１０分（１３:５０～１４:００）

第Ⅲ編 最近の建設技術動向
（第７章）最近の建設技術の概況
（第８章）最近の建設技術

１２０分１４:００～１６:００

休憩・試験の説明１０分（１６:００～１６:１０）

試験・講習修了履歴ラベルの交付３０分１６:１０～１６:４０

実施概要（会場講習）

●選べる受講方法
会場講習、オンライン講習（オンデマンド方式）のいずれかを選択可能

●受講しやすい会場講習（集合講習）
全国約250会場で年間約１,５００回の講習を実施し、多忙な技術者に受講しやすい環境を提供

●受講しやすいオンライン講習（オンデマンド方式）
24時間いつでも職場や自宅で受講可能

●信頼の講習、豊富な実績
信頼の講習内容と豊富な実績で、これまで１００万人以上が受講

【講習カリキュラム】



●取得した単位の活用
各発注機関の入札等においてCPD単位の活用が進んでいます！
経営事項審査においてもCPD単位が評価対象となっています！
(CPD活用に関する詳細は各発注機関に確認する必要があります)

建築・設備施工管理CPD制度

2025.4

試験研修本部
試験管理・講習部 企画課

https://www.fcip-cpd.jp/

TEL:03-5473-1585
FAX:03-5473-1589

建築工事及び設備工事の施工管理関連のCPDプログラムにより、
建築・設備系技術者の知識及び技術の向上を支援しています！

Continuing ProfessionalDevelopment(継続職能研修)

「建築･設備施工管理CPD 制度」は、建築施工管理技士等※の施工管理に

携わる技術者が、その必要な能力の開発に資する活動を継続的に行うこと

を推進するとともに、建築施工管理技士等の知識及び技術の向上を図るこ

とを目的としています。

建築･設備施工管理CPD制度フロー

建築CPD情報提供制度

建築･設備施工管理ＣＰＤ制度 参加者

発注機関

連

携

提出

送付申請

参加(受講)

プロバイダー(講
習実施者)からの
出席者報告

参加
登録
申請

実績証明書

認定プログラム

運営：建築CPD運営会議

利用料金表(主なもの・税込)

1,000円/人初期登録費
【入会金】

2,500円/年・人データ管理費
【年会費】

500円/通実績証明書
発行手数料

無料プロバイダー登録

・1～9件
5,000円/件

・10件以上
50,000円/年

プログラム
認定手数料
（年間）

その他の詳細については、
ホームページをご覧ください。

●講習会等をCPDプログラムに認定
各団体や企業などが開催する講習会等（認定プログラム）を受講する
と、受講者がCPD単位を取得できます。
●プログラム総数 約30,000件/年
当制度のプログラムだけでなく、『建築CPD情報提供制度』の共通
認定プログラムでもCPD単位を取得できます！

CPD制度とは？

認 定 さ れ た 講 習 会
（認定プログラム）
を受講することで、
自己研鑽した時間を
単位として「見える
化」する制度です。
この単位を継続して
蓄積することで、客
観的な学習履歴を残
していく仕組みです。

※建築施工管理技士等とは、建築、電気工事、管工事の施工管理技士・技士補、その他の
施工管理に携わる技術者

ききんのCPD 検索

建設業法の改正

「建設工事に従事する者は、

建設工事を適正に実施するた

めに必要な知識及び技術又は

技能の向上に努めなければな

らない」という規定が追加さ

れました。



建設業しんこうの発行

TEL:03-5473-4584
FAX:03-5473-1594
https://www.shinko-web.jp/2025.4

機関誌「建設業しんこう」の発行を通じ、建設産業の活性化を図ってまいります

・コンセプト 建設産業の今を伝え未来を考える

中小建設業の経営改善に役立つ情報を様々な角度から提供するとともに、国民と建設産業とを
つなぐ広報ツールとして、建設産業の魅力やインフラの重要性等をわかりやすく伝える誌面づ
くりを心掛けています。

・読 者 建設業団体・企業、行政機関、教育機関等
・発行部数 9,400部/月
・発行回数 年10号（7.8月、12.1月は合併号）
・誌面構成

「特集」3～６頁、「ＦＯＣＵＳ（工業系高校・先生を紹介）」２頁、「現場の安全12か月」
2頁、「かわいい土木」/「クイズ名建築のつくり方」2頁、「日本経済の動向」、「建設経
済の動向」、「お役立ち連載 建設キャリアアップシステム」、 「FRONTIER」1頁

－ 2024年度の特集タイトル －

建設事業主等に対する助成金について4

建設DXで働き方改革をどう実現するか？5

建設業法及び公共工事入札契約適性化法の改正について6

厚生労働省 建設労働者育成支援事業～7 & 8

特定技能外国人の中長期的キャリアパス構築への支援等について9

（一財）建設業振興基金 経営基盤整備支援センターの取組10

建設業バックオフィスにおけるDX ー各種サービス・環境整備の現状ー11

対談：第三次・担い手3法の施行にむけて～新しい時代の「技術と経営」へ～12 & 1

建設キャリアアップシステム2

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行について3






